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京都府最低賃金発効の遅延に抗議する！

1 最低賃金の遅すぎる発効日に抗議し、再改定を求めます。
２０２５年１１月２１日、京都府の最低賃金の発効日です。
今年の最低賃金は審議会での議論と諸手続きを経て、６４円引上げの１１２２円に改定すると決定されました。しかし実際には発効日が遅延することで、この引上げ額は詐欺的な数字になっています。
京都府では2015年から2024年までの過去１０年間、１０月１日発効が６回あり、最も遅い発効日でも１０月９日でした。審議会の議論が長引いた結果としてやむなし、と容認できる範囲の遅れでしたが、今回は全く異なります。
発効日を１１月２１日に遅延させることで、北海道大学の安部由起子教授の試算によると実質最低賃金は1113円になり、目安を約８円下回っています。
全国で発効日の遅延が続出し、２５府県で目安を下回る実質最低賃金となっています。
最も遅い３月３１日が発効日となった秋田県では実質最低賃金は９９１円にとどまっています。
何のための目安、何のための審議会でしょうか？同じ法律の下での制度にあって、これほどの地方格差が認められてよいのでしょうか？
経営側からは、最低賃金の大幅な引き上げにより年末に向けての就労調整の問題や一般労働者の賃金にも影響が及び賃金表の改訂に時間がかかる、などの意見が出されていますが、石破政権が最低賃金１５００円目標を掲げたのは、政権発足直後からであり、準備する時間は十分にあったはずです。
私たちは「全国一律の最低賃金」を求めてきましたが、発効日の遅延により、地方格差はますます大きくなっています。最低賃金額の格差が一挙には解消しないとしても、せめて発効日は一律にすべきです。
１０月から賃金が上がることを期待してきた最賃近傍の低賃金で働く多数の労働者は、大きく当てが外れて困難に直面しています。物価高騰に苦しむ低賃金労働者にとって一日も早い最低賃金の引き上げが切望されている中、通常なら10月1日発効のところを５1日間も遅らせることは、実質的に引き上げ額が約14％減らされるということであり、「６４円の引き上げ」は実際には５５円の引上げにしか過ぎないという詐欺的な手法です。厳しく抗議し、差額を補填する再改定を求めます。

2 最低賃金引き上げの政府目標を先延ばしすることは許されません。
石破政権が骨太の方針にも掲げた「２０２０年代に１５００円」という政策目標も、高市政権によって事実上の取り下げ表明がされ、先送りされようとしています。
物価高騰に苦しむ低賃金層に最も有効で即効性のある物価対策は、最低賃金の引上げです。赤字国債をジャブジャブつかっての給付やお米券ではなく、いつか実現するかも知れない税制改革でもなく、今の生活に直結する対策です。
2023年の統計では時給１５００円未満の労働者は２２９０万人と公表されています。実に全労働者の3分の1です。そして石破政権の掲げた時給1500円は国際的な比較では極めて低い水準です。ILO１３１号条約の「労働者とその家族の必要」には、はるかに届きません。
現状の低水準の最低賃金すら発効日の遅延という詐欺的手法で実質を空洞化する事態が発生しています。これは各地方の審議会にのみ責任のある問題ではありません。政府の無策が労働者の生活にしわ寄せされている由々しき問題であり、京都地方最低賃金審議会からも国に対する厳しい意見が出されていることは承知していますが、なお一層、地方審議会から政府を動かす意見の発出を求めます。
これ以上の引き延ばしは許されません。最低賃金全国一律１５００円の早期実現を求めます。

3 そもそも最低賃金が低すぎます。
最低賃金はいまや生存権そのものにかかわるものです。物価は上がり続け、実質賃金は下がり続けています。生活のゆとりがない低賃金労働者はまさに生活を削り、食費を削り、かろうじて生存を維持する状況に陥っています。そもそも非正規雇用労働者を増やし続け、低賃金で不安定雇用の労働者に依存したビジネスモデルが大きな問題です。
京都府の最低賃金１１２２円で年間2000時間働くとすれば年収では2,244,000円です。月額では187,000円です。ここから税・社会保険料を控除した手取りで、人間らしい、健康で文化的な暮らしが可能かどうか考えてください。
早期に最低賃金1,500円を実現し、1,700円を目指すべきです。さらに、ILOが示すように「労働者とその家族の必要」を満たす水準へと引き上げを行うべきです。
最低賃金制度が真に「働く者のセーフティネット」としての役割を果たすよう強く求めます。
以上

